
２．維持管理適正化計画作成の⼿順 

２−１．維持管理適正化計画における調査・検討事項等 
維持管理適正化計画の作成は、集排施設の維持管理の実態に係る施設調査結果を基に、

施設の再編・集約、施設規模・処理⽅式の適正化、省エネルギー技術等新技術の導⼊等の
維持管理適正化対策について検討し、維持管理適正化計画を取りまとめる。 

【解説】 
本計画の作成に当たっては、図２−１に⽰すとおり、計画対象処理区に係る施設調査を

実施した上で、各種⼿引き等を参考にしつつ、維持管理適正化対策（①施設の再編・集約、
②施設規模・処理⽅式の適正化、③省エネルギー技術等の新技術導⼊、④その他（PPP/PFI
の導⼊、汚泥の共同処理、新規汚⽔の受⼊、ディスポーザー導⼊等））について検討し、
維持管理適正化計画を作成する。 

なお、維持管理適正化対策の検討に当たっては、省略要件が設けられているため、その
適否について維持管理適正化計画の作成に先⽴ち確認する。 

 
 

（１）施設調査 

 

（２）施設調査による課題の抽出 

 
（３）維持管理適正化対策の検討 

（施設の再編・集約、施設規模・処理⽅式の適正化、省エネルギー

技術等の新技術等の導⼊等） 

 

（４）維持管理適正化対策の対策費 

 

（５）維持管理適正化対策の時期 

 

（６）効率化・適正化の内容（維持管理費削減額⼜は効果等） 

 

（７）維持管理適正化計画の作成 

 
図２−１．維持管理適正化計画作成の⼿順 
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 維持管理適正化計画は、図２－２に掲げる事項について定める必要があり、取りまとめ
様式（表２－１）を活用して整理することができる。 

 
 

 
 

図２－２．維持管理適正化計画の様式 
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２－２．施設調査 
計画対象処理区及び集排施設の概要を把握するとともに、現況の汚水処理施設の状況

と維持管理状況について調査を実施する。 
【解説】 

維持管理適正化計画を作成するため、施設の現状を適正に把握する必要があることか
ら、計画対象処理区及び集排施設の概要（処理区・集排施設の諸元、既存の計画等）とと
もに、汚水処理施設における処理水質や運転管理等の維持管理状況等について調査し、調
査結果を取りまとめる。 
 （詳細は、「３．施設調査」に記載） 

 
２－３．施設調査による課題の抽出 

施設調査の結果から、計画対象処理区及び汚水処理施設の維持管理に関する課題等を
整理する。 
【解説】 

計画対象処理区及び汚水処理施設に係る調査から、計画対象処理区及び汚水処理施設
が抱える維持管理上の課題を抽出・整理する。 
 （詳細は、「３．施設調査」に記載） 

 
２－４．維持管理適正化対策の検討 

計画対象処理区及び汚水処理施設の維持管理における課題に対して、維持管理適正化
に向けた対策として、検討項目（①施設の再編・集約、②施設規模・処理方式の適正化、
③省エネルギー技術等の新技術等の導入、④その他（PPP/PFI の導入、汚泥の共同処理、
新規汚水の受入れ、ディスポーザー導入等））ごとに対策案を検討する。なお、①～③は
必須項目である。 
【解説】 

施設調査によって明らかとなった計画対象処理区及び汚水処理施設における維持管理
の課題等への対策として、①施設の再編・集約、②施設規模・処理方式の適正化、③省エ
ネルギー技術等の新技術導入、④その他（PPP/PFI の導入、汚泥の共同処理、新規汚水
の受入、ディスポーザー導入等）を検討する。①～③は維持管理適正化計画の作成のため
に検討することを必須とする項目であり、これに加えて④その他の検討において、様々な
維持管理の効率化・適正化に資する項目を検討することができる。 
（詳細は、「４．維持管理適正化に向けた対策の検討」に記載） 
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